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日本の白書等にみられるシェアリングエコノミーの動向 
 

Key Trends of the Sharing Economy in Japanese White Papers 
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要  約 スマートフォンの普及にともない，人々の生活におけるインターネットの利用が高まる中で，
シェアリングエコノミーという用語も次第に一般化してきた。しかし，その定義は一意的には定められてお
らず，類似した内容を示す用語も散見される。本研究では，国内におけるシェアリングエコノミーの実態を
明らかにするために，白書等の政府刊行物の中での注目の過程と状況を調査・分析する。そして，シェアリ
ングエコノミーが，次世代に影響する可能性に言及する。 

キーワード：シェアリングエコノミー，白書，Society5.0，環境 
 
Abstract The term “Sharing Economy” has become commonly known as a result of increased use of smartphones 
and the Internet among the general public. However, the term is not clearly defined, and there are many analogous 
terms which describe similar concepts. This paper ascertains the actual state of the Sharing Economy in Japan 
through a survey and analysis of white papers referring to the Sharing Economy. It concludes with key insights on 
how the Sharing Economy could influence the next generation. 
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１．背景 

新しい経済活動の仕組みであるシェアリングエコ
ノミーが，生活における ICT（情報通信技術）の発
展・浸透とともに，世界のみならず日本においても，
広がりをみせている。シェアリングエコノミーの世
界的な市場規模は 2013 年の 150 億ドルから，2025
年には 3350 億ドルになると予測される一方で 1），
国内における 2018年度の市場規模は 1兆 8,874億円
にのぼり，2030 年度には 5 兆円にも 11 兆円にも増
加するという 2）。また，経済産業省によると，2019
年の個人間における電子商取引の市場規模は前年比
9.5%増加の約 1 兆 7,407 億円と推計されている 3）。
個人がスマートフォン上のアプリ（プラットフォー
ム）を利用して，モノを売買したり，貸し借りした

り，またサービスを依頼したりすることは，珍しい
ことではなくなっている。 
しかし，スンドララジャン 4）は，「私の知るかぎ

り，シェアリングエコノミーに統一された定義はな
い」としており，Schor5）も，「一般的な使われ方を
反映できるようなシェアリングエコノミーの確かな
定義をすることはほとんど不可能だ。」としている
ように，シェアリングエコノミーには不確かな部分
が多い。一方，国内では，内閣官房 IT 総合戦略室
のシェアリングエコノミー促進室が，シェアリング
エコノミーを「個人等が保有する活用可能な資産等
（スキルや時間等の無形のものを含む。）を，イン
ターネット上のマッチングプラットフォームを介し
て他の個人等も利用可能とする経済活性化活動をい
う。」と定義するほか，シェアリングエコノミー協
会は，これを「インターネット上のプラットフォー
ムを介して個人間でシェア（賃借や売買や提供）を
していく新しい経済の動き」と定義している。 
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また，名称についても不確かな部分が多く，
「シェアリングエコノミー」の他に，「ピアエコノ
ミー」「ギグエコノミー」「オンデマンドエコノミー」
「レンティングエコノミー」などの名称に加え，ス
ンドララジャン 6）は「クラウドベース資本主義」
という名称が相応しいとしている。さらに，Schor7）

は，「ストレンジャーシェアリング」ともしている。 

２．研究の目的・方法 

 シェアリングエコノミーは新しい経済の仕組み
であり，定義や名称についてまだ不確かな部分が多
いという状況において，本研究では，国内において，
シェアリングエコノミーが注目されるようになった
過程と状況を調査・検討することで，シェアリング
エコノミーの実態を明らかにする。 
 調査の対象を近年に発行された白書等の政府刊行
物とし，その中でシェアリングエコノミーが登場し
た時期や扱われ方を明らかにした上で，シェアリン
グエコノミーの位置付けを検討する。 
 「白書」という用語は，イギリス政府の議会に対
する報告書が表紙に白い紙を用いていたために
“white paper”と呼ばれていたことから生まれた。日

本では，白書は一般的に政府の年次報告のことを指
すものと解されており，公式には「政府刊行物（白
書類）の取扱いについて」により，白書と名付けら
れる資料は，中央官庁の編集する政府刊行物である
こと，内容は政治・経済・社会の実態および政府の
施策の現状について国民に周知させることを主眼と
するものであることが定められている。現在，中央
官庁の出版物で「白書」と一般に呼ばれているもの
には，①法律の規定に基づき国会に対して提出され
る報告書，②閣議へ提出される報告書，③根拠とな
る法律等はないものの作成されている年報（年次報
告書）などの 3つに分けられる 8）。 
国立国会図書館(2020)や首相官邸(2017)，日本情

報教育研究会(2001)などを参考に，本研究において
調査の対象とする現在も刊行されている白書を
Table 1 にまとめる。また，調査にあたっては，
「シェアリングエコノミー」という用語の記述のみ
にとらわれず，国民がモノやサービスをシェアする
こと（例：民泊，カーシェアリング）や，それに
よって新たに生まれる問題などの事象についても，
それぞれの白書の目的に併せて確認する 9）10）11）。 
 

Table 1 White papers studied in this paper 
管轄省庁と政府刊行物（白書等）の名称（通称） 報告を規定している法令 

内閣官房「水循環白書」 水循環基本法第 12条 

人事院「公務員白書」 国家公務員法第 24条 

内閣府「年次経済財政報告（経済財政白書）」  

内閣府原子力委員会「原子力白書」  

内閣府「防災白書」 災害対策基本法第 9条第 2項 

内閣府「子ども・若者白書」 子ども・若者育成支援推進法第 6条 

内閣府「少子化社会対策白書」 少子化社会対策基本法第 9条 

内閣府「高齢社会白書」 高齢社会対策基本法第 8条 

内閣府「障害者白書」 障害者基本法第 13条 

内閣府「交通安全白書」 交通安全対策基本法第 13条 

内閣府「男女共同参画白書」 男女共同参画社会基本法第 12条 

内閣府公正取引委員会「公正取引委員会年次報告（独占禁
止白書）」 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 44
条第 1項 

内閣府国家公安委員会警察庁「警察白書」  

内閣府国家公安委員会警察庁「犯罪被害者白書」 犯罪被害者等基本法第 10条 

内閣府個人情報保護委員会「年次報告」 個人情報の保護に関する法律第 79 条 

内閣府金融庁「金融庁の 1年」  

内閣府消費者庁「消費者白書」 消費者基本法第 10条の 2 

復興庁「東日本大震災からの復興の状況に関する報告」 東日本大震災復興基本法第 10条の 2 

総務省「地方財政白書」 地方財政法第 30条の 2 

総務省「情報通信白書」  
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総務省公害等調整委員会「公害紛争処理白書」 公害等調整委員会設置法第 17条 

総務省消防庁「消防白書」  

法務省「犯罪白書」  

法務省・文部科学省「人権教育・啓発白書」 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第 8条 

法務省「再犯防止推進白書」 再犯の防止等の推進に関する法律第 10条 

外務省「外交青書」  

外務省「開発協力白書」  

文部科学省「科学技術白書」 科学技術基本法第 8条 

文部科学省「文部科学白書」  

厚生労働省「厚生労働白書（厚生労働行政年次報告）」  

厚生労働省「労働経済白書（労働経済の分析）」  

厚生労働省「自殺対策白書」 自殺対策基本法第 11条 

厚生労働省「過労死等防止対策白書」 過労死等防止対策推進法第 6条 

農林水産省「食料・農業・農村白書」 食料・農業・農村基本法第 14条第 1項・第 2項 

農林水産省「食育白書」 食育基本法第 15条 

農林水産省「農林水産省年報」  

農林水産省林野庁「森林・林業白書」 森林・林業基本法第 10条第 1項・第 2項 

農林水産省水産庁「水産白書」 水産基本法第 10条第 1項・第 2項 

経済産業省「通商白書」  

経済産業省「ものづくり白書」 ものづくり基盤技術振興基本法第 8条 

経済産業省「経済産業省年報／通商産業省年報」  

経済産業省特許庁「特許行政年次報告書」  

経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書」 エネルギー政策基本法第 11条 

経済産業省中小企業庁「中小企業白書」 中小企業基本法第 11条 

経済産業省中小企業庁「小規模企業白書」 小規模企業振興基本法第 12条 

国土交通省「国土交通白書」  

国土交通省「土地白書」 土地基本法第 11条第 1項・第 2項 

国土交通省「首都圏整備に関する年次報告（首都圏白書）」 首都圏整備法第 30条の 2 

国土交通省「日本の水資源の現況」  

国土交通省「交通政策白書」 交通政策基本法第 14条第 1項・第 2項 

国土交通省 海難審判所「レポート海難審判」  

国土交通省運輸安全委員会「運輸安全委員会年報」  

国土交通省観光庁「観光白書」 観光立国推進基本法第 8条第 1項・第 2項 

国土交通省海上保安庁「海上保安レポート／海上保安の現
況」 

 

環境省「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 環境基本法第 12 条第 1 項・第 2 項・循環型社会形成推
進基本法第 14 条第 1 項・第 2 項・生物多様性基本法第
10条第 1項・ 第 2項 

環境省原子力規制委員会「年次報告」 原子力規制委員会設置法第 24条 

防衛省「防衛白書」  

  
 
３．最近の白書等とシェアリングエコノミーの
関連性 

 調査対象とした白書のうち，「シェアリングエコ
ノミー」という用語の記述があった白書等を Table 2

に，シェアリングエコノミーに関わる事項の記述が
あった白書等を Table 3 に示す。ただし，2020 年 9
月現在未発表は（未）とする。また，Table 2 にお
ける（ ）は，該当年のみ用語の記述ではなく，関
連事項の記述であったものである。 
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Table 2 White papers featuring the term 

白書等    年 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 

経済財政白書 × × × 〇 〇 〇 未 

消費者白書 × × × 〇 〇 〇 〇 

地方財政白書 × × × × 〇 〇 〇 

情報通信白書 × 〇 〇 〇 〇 〇 (〇) 

科学技術白書 × × × × 〇 〇 〇 

通商白書 × × 〇 〇 〇 〇 〇 

ものづくり白書 × × 〇 〇 〇 〇 〇 

中小企業白書 × × × 〇 〇 〇 (〇) 

エネルギー白書 × × × × × × 〇 

国土交通白書 × × × 〇 〇 〇 〇 

土地白書 × × × (〇) (〇) (〇) 〇 

 
Table 3 White papers featuring related terms 

白書等    年 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 

小規模企業白書 × × × × 〇 × × 

観光白書 × × 〇 〇 〇 〇 〇 

独占禁止白書 × × 〇 〇 〇 〇 〇 

警察白書 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

個人情報保護委員会 × × × × 〇 〇 〇 

金融庁の 1年 〇 〇 〇 〇 〇 〇 未 

犯罪白書 × × 〇 〇 〇 〇 未 

人権教育・啓発白書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

食料・農業・農村白書 × × × 〇 〇 〇 〇 

食育白書 × × × 〇 〇 〇 〇 
 

４．各白書等におけるシェアリングエコノミー
への視座 

 シェアリングエコノミーは多くの白書等において
様々な角度から注目され，それに対する施策が行わ
れていることが明らかになった。注目される理由は
様々である。そこで，それぞれの白書等がどのよう
な視座からシェアリングエコノミーに注目している
かを，以下の５つに分類し，検討する。 
 
（１）成長が見込まれる新しい経済 
① 経済財政白書・地方財政白書 

 経済財政白書は，2000年までは経済企画庁によ
る「年次経済報告（経済白書）」であった。 
 経済財政白書において，シェアリングエコノミー
が初めて取り上げられたのは 2017年である。技術
革新によりインターネットを経由した消費支出が増
え，経済価値の測定が困難な財やサービスが出現す

るなどとして，シェアリングエコノミーの概念や規
模を説明している。2018年には，インターネット
を経由した消費活動を分析する中で，シェアリング
エコノミーの現状が解説され，2019年には
Sciety5.0実現に向けた新たな経済活動としても記
述されている。 
 また，総務省では，「シェアリングエコノミー」
を活用して地域課題の解決や地域経済の活性化を図
る地方公共団体の取組を支援するモデル事業である
「シェアリングエコノミー活用推進事業」を 2018
年から行っている。これにともない，2018年以降
の地方財政白書では，シェアリングエコノミーの活
用が報告されている。 
 
② 通商白書 

 通商白書は貿易に関する報告書であり，海外での
シェアリングエコノミーの動向が多く報告されてい
る。2016年に初めて取り上げられ，産業構造の変
化を引き起こしたプラットフォーム化によるシェア
リングエコノミーの拡大が，アメリカに加えて新興
国でも起こっているとしている。2018年には，デ
ジタル貿易の一部としてシェアリングエコノミーを
捉え，中国でのその市場規模の急激な拡大が示さ
れ，2020年には，ASEAN6か国におけるインター
ネット経済の拡大が示されている。 
 
③ ものづくり白書 

 ものづくり白書はものづくり基盤技術の振興に関
する報告書であり，新しい経済活動がよく注目され
ている。2016年に初めてシェアリングエコノミー
が取り上げられ，所有から共用へ，ハードからサー
ビスへという新しい価値観の創出が注目された。
2017年には，顧客価値が「モノの所有」から「機
能の利用」や「体験の提供」へ変化してきたとした
上で，クラウド型ネット印刷サービスの「ラスク
ル」や荷主とトラック空車をマッチングする物流
シェアリングサービスの「トランコム」，定額会費
によるファッションレンタルサービスの「エアーク
ローゼット」などが紹介された。2019年以降に
は，GAFA（Google,Apple,Facebook,Amazon）や 
BAT（Baidu,Alibaba,Tencent）に加えて，特にコネ
クテッドインダストリーズとしてMaaSが注目され
ている。 
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④ 中小企業白書・小規模企業白書 
 中小企業白書では，2017年にシェアリングエコ
ノミーが新事業として多くの具体例とともに解説さ
れており，2019年にも，中小企業の経営の在り方
を大きく変える可能性がある新しい技術の動向のひ
とつとして紹介されている。2020年には，プラッ
トフォームを構築・運営する具体例が示されてい
る。小規模企業白書でも，2018年に小規模事業者
の IT利活用の現状として，シェアリングサービス
の利用状況が報告されている。 
 
（２）技術的に新しい仕組み 
① 情報通信白書 

 情報通信白書は，1973年に初めて刊行されて以
来，2000年までは「通信白書」と称され，2001年
より「情報通信白書」となり情報通信に関する動向
を報告している。 
 情報通信白書に初めてシェアリングエコノミーと
いう用語が登場したのは 2015年であるが，人々が
生活の中でインターネットを経由してモノやサービ
スとつながる様子は以前から報告されている。 
 1996年に，インターネットの爆発的な普及が，
経済や国民生活等に構造変革を支持させているとし
て，インターネットの解説をした後，翌年には私的
時間のインターネットの利用による生活の変化が報
告されている。そして，1999年にはインターネッ
トが，2000年にはインターネットとモバイル通信
が特集された。 
 2004年には，「いつでも，どこでも，何でも，誰
でも」ネットワークにつながることにより，様々な
サービスが提供され，人々の生活をより豊かにする
社会である「ユビキタスネットワーク社会」の実現
にむけた課題が提示された。その後，Web2.0の潮
流をとらえ，2006年にウィキペディア，2007年に
YouTubeが取り上げられた。 
 2010年には，核家族化が進み，人々のつながり
が薄れがちな中で，ICTによる個々のコミュニケー
ションを図るブログ，SNS，動画共有サイトなどの
ソーシャルメディアにより，家族，世代間，地域の
絆を補完したと見られる事例が示されている。例え
ば，子育て支援サイトで，血縁を超えて子育てに関
する情報や経験を共有したり，豪雨に見舞われた地
域で，SNSが被災情報を逐次発信し地域住民間や
外部とのつながりを強めた例などである。 

 2014年には，スマートフォン等の普及とデータ
回線の高速化によりモバイル機器でのネット利用が
増える中，その利用目的を「コミュニケーショ
ン」，「情報収集・コンテンツ利用」，「オンライン
ゲーム」，「買い物」，「その他」に分けて動向を報告
している。 
 2015年には，ソーシャルメディアの急速な普及
により，2008年に開始された「Airbnb」を嚆矢と
する「シェアリング・エコノミー」という新たな経
済活動が生み出されつつあるとして，米国と国内に
おける具体例を挙げている。 
 2016年には，ICTによるイノベーションを企業
側と消費者側に分けて検討すると，消費者側には消
費者余剰，時間的節約，情報資産などの貢献がある
ことから，経済成長だけでなく非貨幣的価値（消費
者余剰等）の増大に貢献しているとして，シェアリ
ングエコノミーを例にあげている。また，2017年
には，スマートフォン経済の拡大をもたらす CtoC
サービスの一例としてシェアリングエコノミーを取
り上げている。2018年には，ICTによる新たなエ
コノミーとしての可能性を検討する一方で，地域活
性化を目指したシェアリングエコノミー伝道師の派
遣が報告されている。 
 2019年には，政府が目指す未来の社会像として
の「Society 5.0」はデジタル経済の進化の先にある
として，デジタル経済を広くとらえている。例え
ば，インターネット上での検索サービスやコミュニ
ケーション，動画や音楽の視聴，モノやサービスの
購入や予約などの活動をとらえ，これらの場を提供
する ICT企業を「デジタル・プラットフォー
マー」と称し，GAFAや BATを例にしている。こ
うしたデジタル経済の一部として，シェアリングエ
コノミーが取り上げられている。その上で，「所有
から利用へ」「CtoCのビジネスモデル」「GDPに反
映されにくい」というようなシェアリングエコノ
ミーの特徴が検討されている。2020年になると主
眼が５Gに移され，「シェアリングエコノミー」と
いう用語は見当たらなくなった一方で，プラット
フォームがネットワーク・端末・サービスアプリ
ケーションに分類され，サービスアプリケーション
には Uberなどが属している。 
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② 金融庁の１年 
 「金融庁の１年」には金融庁の活動が記載されて
いる。「シェアリングエコノミー」という用語に言
及はないものの，2014年には，資金調達が多様化
する中で，クラウドファンディングの検討の必要性
が示され，2016年には，フィンテックについての
検討の必要性が提示されて，それ以降それぞれにつ
いての施策が検討・報告されている。 
 
（３）資源の有効活用 
① 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 

 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の前
身は，公害対策基本法に基づいた 1969 年からの
「公害白書」であり，1972 年に「環境白書」に改
称され，1994 年に環境基本法に基づく「環境白書」
となった。2001 年に循環型社会形成推進基本法に
基づく「循環型社会白書」が公表され，2007 年に
はこれらがまとめられた。2009 年には，これに生
物多様性基本法に基づく「生物多様性白書」が加え
られ，3つの白書が一冊にまとめられた。 
 環境白書では，かなり早い時期から環境に配慮し
た推奨されるべき市民の行動が提言されている。具
体的には，市民でも実行できる取組みとして，節
電・節水のほか，耐久性やエネルギー効率などに留
意した購入や，使い捨て商品の回避，廃棄しないリ
サイクルの推進，廃油や生ごみを下水道に流さない
ことなどに加え，少人数での自家用車の利用を控え，
なるべく公共交通機関を利用することが 1990 年に
推奨されている。また，環境問題に対応するため，
大量生産・大量消費・大量廃棄から脱却するライフ
スタイルの変化が 1998 年に提言され，2008 年には
環境・循環型社会の形成の基盤の一つとしてカー
シェアリングの推進も述べられている。 
 また，環境に配慮した市民の取り組みが具体例と
して挙げられている。2002 年の埼玉県川口市の
「市内一斉エコライフデー」，北海道の市民風力発
電所「はまかぜちゃん」，北海道栗山町のエコマ
ネーなどのほか，2010 年の神奈川県での電気自動
車のカーシェアリングや長野県での市民共同発電所
「おひさま発電所」に加え，2011 年には海外での
事例としてのパリの自転車シェアリング「Vellb」
などである。2013 年には，市民全体の傾向として，
物を「所有」するのではなく，必要な時に必要な量
を利用し，物を「共有」することを重視する傾向が

広がりつつあるとしている。また，資源生産性向上
のために，3R（リデュース・リユース・リサイク
ル）の中でも重要な 2R（リデュース・リユース）
を実現できるとして，インターネットでのオーク
ションやフリーマーケットのほか，個人等が保有す
る遊休資産（スキルや時間等無形のものを含む）を
インターネットを介して他者が利用できるようにす
るサービスである「シェアリングビジネス」が
2017年に報告されている。 
 2018 年に閣議決定された「第五次環境基本計画」
における 6つの重点戦略のひとつである「持続可能
な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの
構築」の方策の中に，シェアリング・エコノミーが
掲げられた 12）。同年の白書には，新たなライフ・
スタイルの一つとして，モノを所有するのではなく
共有することで環境保全効果が期待されるシェアリ
ングエコノミーが紹介されている。2020 年には，
脱炭素型の社会を目指すための具体的なライフスタ
イルイノベーションを「衣食住」「移動・交通と輸
送」「働く」「レジャー・余暇」に分類して多く報告
する中で，社会貢献型フードシェアリングプラット
フォーム「KURADASHI」，被災農家を支援する
「オイシックス・ラ・大地」，制服のリサイクルで
「おさがりの輪」「笑顔の輪」「地域の輪」を広げる
「制服リユース リクル」，MaaSの取り組みを進め
る「MONET プラットフォーム」，島根県で支援を
すすめる半農半Xの働き方，長野県での一人多役の
取り組みなど，多くの事例が取り上げられている。 
 
② 国土交通白書 

 シェアリングエコノミーの名を世界にとどろかせ
たUberは，2013年に日本に上陸した。しかし，「道
路運送法」により自家用自動車による運送サービス
は白タク行為にあたるとして，2015 年にはサービ
スを中止している。また，もうひとつの代名詞でも
ある Airbnbは 2014年に日本に上陸した。Airbnbは
宿泊施設を仲介するプラットフォームであるが，日
本の旅館業法では旅館業を行う場合は都道府県知事
などからの営業許可を取得する必要があるため，個
人宅も宿泊施設となる Airbnb では法的根拠に課題
が生まれた。 
 2017 年の国土交通白書では，海外発の事業者等
によるシェアリングサービスの提供が日本において
も開始されており，対応が必要となっているとして，
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シェアリングエコノミーを紹介している。そして，
民泊への対応，カーシェアリングへの対応，ライド
シェアリングへの対応がそれぞれ報告されている。
民泊への対応では，「住宅宿泊事業法（民泊新法）」
を 2017年に国会に提出した後 2018年から施行され
たこと，カーシェアリングへの対応では，駐車場を
配置事務所として規制緩和することで，乗り捨て
（ワンウェイ）方式によるレンタカー型カーシェア
リングの導入車両数が増加したこと，ライドシェア
リングへの対応では，タクシーでの配車アプリの活
用による「運賃事前確定サービス」や「相乗りサー
ビス」等の新たなサービスの検討などを報告してい
る。また，道路運送法による規制の一方で，移動に
かかるガソリン代，道路通行料を割勘する中長距離
相乗りマッチングサービスを 2007 年から開始して
いる「notteco」を紹介している。 
 2018 年には，健全な民泊サービスの普及に努め
るほか，各自治体の空き家等情報を全国どこからで
も簡単にアクセス・検索できる「全国版空き家・空
き地バンク」の本格運用の開始を示している。 
 
③ 土地白書 

 土地白書では，土地の有効活用としてのシェアリ
ングに関する具体的な事例が報告されている。
2017年には，空き駐車場のシェアを行っている民
間企業が，空き駐車場と利用希望者のマッチングを
行うサービスを 2014年から開始している事例や，
2019年にはWeWorkに代表されるようなシェアオ
フィスやコワーキングスペースの増加などが挙げら
れている。2020年には，シェアリングエコノミー
が普及する中で，駐車場をシェアする「Akippa」，
オフィスビル敷地の空きスペースなどとフードト
ラックをマッチングする「Mellow」，軒先をシェア
する「軒先」，シングルマザー専用のシェアハウ
ス，高齢者と若者でのシェアハウス「京都ソリデー
ル」，定額で複数の物件を利用できる「ADDress」
などの具体例が掲げられている。 
 
（４）新たな宿泊施設（民泊と農泊） 

2006 年に「観光立国推進基本法」が成立し，観
光立国の実現を目指し，2008 年に国土交通省の外
局として観光庁が発足した。 
 2014 年の観光白書には，2013 年の訪日外国人旅
行者数が年間 1,000万人を突破し，2020年の東京オ

リンピックの開催も決まったことが示され，2019
年の同書には，その後も堅調に増加を続けた訪日外
国人旅行者数が，2018年に 3,000万人を突破した事
が提示されるなど，観光客の増加に伴う宿泊施設の
確保は重要な課題となった。 
 また，観光先進国を目指す政府は 2016 年に「明
日の日本を支える観光ビジョン」を策定し，その中
で，食と農の景勝地の認定等と連携し，日本ならで
はの伝統的な生活体験と非農家を含む農村地域の
人々との交流を楽しむ「農泊」を推進した 13）。具
体的には，2017 年の「観光立国推進基本計画」に
おいて，農泊をビジネスとして実施できる地域を
2020 年までに 500 ほど創出するとしている。併せ
て，前述した民泊も新たな宿泊施設となっている。 
 
① 観光白書 

 観光白書は 1964 年から作成されているが，2016
年には民泊への対応の必要性が提示され，2017 年
には農泊の推進が掲げられている。それ以降も，多
様な宿泊サービスの提供促進としての民泊の検討と
農泊の推進が引き続き示されている。 
また，2017 年にはスマートフォンを利用した

SNSなどの映像が実際の旅行につながるケースが多
くとされている一方で，2018 年には民泊や外国人
旅行者の増加による負の影響を受忍できない「オー
バーツーリズム（overtourism）」が課題として掲げ
られている。 

 
② 食料・農業・農村白書 
2017 年には，農泊の推進のほか，シェアリング

やリースも活用したスマート農業の推進が報告され
ている。また，2019 年には，農村の生活課題を解
決するために，タクシー配車アプリを利用して地域
住民同士が共助する事例や，2020 年には，食品ロ
スの削減を目指して，未利用食品と購入希望者との
マッチングを図る「フードシェアリング」の具体例
などが示されている。 

 
③ 食育白書 
食育白書では，食育の推進に関した施策を 2006

年から報告しているが，当初より，生産者と消費者
の交流の促進を図るため，食育推進基本計画では都
市住民への農山漁村の情報提供や，農山漁村におけ
る都市住民の受入体制の整備などの推進が定められ
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ている。その後，2017 年からは，生産者と消費者
の交流の促進として農泊の推進が掲げられている。 
  
（５）問題対応 
① 消費者白書 
消費者庁が 2009 年に設置され，2012 年に『消費

者問題及び消費者政策に関する報告（2009～2011
年度）』が白書として公表された。そこでは，イン
ターネット利用が大きく増加する中，電子商取引に
関するトラブルが 2009 年度以降増加していること
が既に報告されている。2013 年以降は，高齢者の
インターネットに関する問題やインターネットオー
クションに関する問題，シェアリングサービスに関
する問題などが毎年のように報告されている。 
「シェアリングエコノミー」という用語が初めて

登場するのは，2017 年である。消費者を取り巻く
新しい社会経済情勢として，消費者が事業者からモ
ノやサービスの提供を受けるのではなく，不特定多
数の個人がモノやサービスを提供しそれを利用する
という新たな形態に着目し，その解説とともに課題
が検討されている。そして，2020 年には，シェア
リングエコノミーに関する消費者向けの啓発パンフ
レットが公表されたことが報告されている。 

 
② 独占禁止白書 
独占禁止白書においては，シェアリングエコノ

ミーという用語の記載は見当たらないものの，デジ
タル・プラットフォーム企業は独占化・寡占化する
傾向にあるため，その内容を確認する。 
公正取引委員会は OECD に設けられている競争

委員会に 1964 年の加盟以来参加しており，2015 年
には，競争委員会が継続的に取り組むべき中長期的
戦略テーマのひとつとして「デジタルエコノミー」
を取り上げたことが報告されている。 

ICT やデータを活用して第三者に多種多様なサー
ビスの「場」を提供するデジタル・プラットフォー
マーは，ネットワーク効果・低廉な限界費用・規模
の経済等の特性を通じて拡大し，独占化・寡占化が
進みやすいとされる一方で，消費者等には金銭的対
価を伴わない無料サービスを提供したり，オンライ
ン広告市場では金銭的対価を得ていたりなど，多面
的に様々な活動を行っていることから，新たな対応
が必要となり，検討が毎年続いているという。 

 

③ 警察白書 
 警察白書においてもシェアリングエコノミーとい
う用語の記載に見当たらないものの，インターネッ
トに関連しては多くの事件や事故が発生しているた
め，その内容を確認する。 
 2001 年には，ハイテク犯罪等に関する相談が増
える中，特にインターネット・オークションに関す
るトラブルをめぐる相談の増加が顕著であったとし
て，警察白書において，はじめてインターネット・
オークションに言及している。2004 年から，コン
ピュータ技術や電気通信技術を悪用した犯罪を「ハ
イテク犯罪」から「サイバー犯罪」と称するように
なり，その後もサーバー犯罪の内訳で，インター
ネット・オークションに関する件数は報告され続け
ている。2006 年には，「安全・安心なインターネッ
ト社会を目指して」と題した特集が，2011 年には，
「安全・安心で責任あるサイバー市民社会の実現を
目指して」と題した特集が組まれている。2013 年
には，「サイバー空間の脅威への対処」と題した特
集が組まれ，サイバー空間全体における脅威の情勢
が報告され，最近では，「サイバー空間の安全の確
保」が独立した章立てとなり，重要項目として掲げ
られている。 
 
④ 個人情報保護委員会年次報告 

 個人情報とは，個人情報保護法において生存する
個人に関する情報とされているが，その個人情報に
は，マイナンバー（個人番号）を含む個人情報であ
る特定個人情報が含まれている。個人情報保護法は，
民間事業者における「個人情報」の取り扱いルール
を定めている。また，番号法（マイナンバー法）は，
特定個人情報等について個人情報保護法の特例を定
めた法律で，個人情報保護法に優先される 14）。 
 個人情報保護法は消費者庁の所管として 2003 年
に成立した。その後，マイナンバー法に伴い 2014
年に設置された特定個人情報保護委員会が，2016
年に個人情報保護委員会に改組された。 
 2017 年度以降は，書類や電子データの誤送付，
紛失，インターネット等のネットワークを経由した
不正アクセス等による個人データの漏えい等が報告
され続けている中，2018 年度には，不正アクセス
により利用者の情報が漏えいしたフェイスブックの
事件が取り上げられている。 
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⑤ 犯罪白書 
 犯罪白書では，「ハイテク犯罪」と称されていた
情報通信技術に関連した犯罪が，2013 年からは
「サイバー犯罪」とされ，さらに，「各種の犯罪」
の一部として報告されていた「サイバー犯罪」が
2016 年からは独立した章立てで報告されるように
なり，その中でネットワーク利用犯罪の詐欺のひと
つとしてオークション詐欺が報告されている。ただ
し，平成における各種犯罪の動向を報告している
『令和元年版犯罪白書』によると，2005 年から
2008 年までがオークション詐欺が最も多く報告さ
れている時期であることがわかる。また，インター
ネットが普及した平成期においては，ソーシャルメ
ディア（ブログ， SNS，動画共有サイトなど）の
登場が個人間のつながりに影響を及ぼし，友人関係
等に広がりや深まりが生じる一方で，人間関係上の
トラブルが生じる可能性が提示されている。 
 
⑥ 人権教育・啓発白書 

 人権教育・啓発白書は，2000 年の法律制定後，
2003 年に初めての白書が報告された。それによる
と，当初からインターネットによる人権侵害に対す
る施策が講じられていることがわかる 15）。 
 2009 年以降の白書から，インターネットによる
人権侵害に対する施策として，個人のプライバシー
や名誉に関する正しい知識を深めるための啓発活動，
インターネットをめぐる人権侵害事案に対する適切
な対応，インターネットなどを介したいじめ等への
対応が講じ続けられていることがわかる。 

５．まとめ 

 「シェアリングエコノミー」という用語が白書等
にて初めて記述されたのは，2015 年の『情報通信
白書』であるが，個人がインターネット上でモノを
売買する電子商取引（EC）やネットオークション
などに関連する事項や，モノのリユースやシェアリ
ングなどについては，2000 年代頃には多く散見さ
れるようになっていた。特に『環境白書』では，
1990 年に環境に配慮した具体的な行動が提言され
たほか，その後も環境に配慮したクラウドファン
ディングのような市民の取り組みが具体例として多
く報告されている。まさに，現在「シェアリングエ
コノミー」と称してインターネット上で行われてい
る活動である。また，『情報通信白書』では，国民

の生活の中にインターネットの利用が入り込んでい
る様子を 1996 年からとらえ，1997 年には私的時間
のインターネットの利用による生活の変化が報告さ
れており，その後も生活におけるインターネット利
用の最新状況として，情報収集のためのコンテンツ
や，コミュニケーション手段としてのソーシャルメ
ディア，買い物の手段としての利用などが報告され
ている。そして，2000 年代になると多くの白書等
で，インターネット・オークションに関する問題が
取り上げられるようになったほか，インターネット
による人権侵害についても施策が講じられるように
なった。その後，世界中で大きな経済的影響を与え
た Uber と Airbnb が日本に上陸した後，日本でも
「シェアリングエコノミー」という用語が『情報通
信白書』で使われると，さらに多くの白書等が経済
成長の視座から「シェアリングエコノミー」に注目
するようになった。 
 このように，「シェアリングエコノミー」として
注目されるインターネット上での人々の様々な活動
は，突然に始まったのではなく，以前より多くの問
題を呈しながらも脈々と行われていたことがわか
る。また，シェアリングエコノミーは，経済活性化
の側面が注目される以前より，環境への配慮や人々
のつながりを実現できる側面が報告されていたこと
が明らかになった。 
 最近では，我が国が目指すべき未来社会の姿とし
て提唱された Society 5.0 においても，「シェアリン
グエコノミー」が注目されることとなった。
Society 5.0とは，サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステ
ムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立する
人間中心の社会（Society）のことで，「科学技術基
本法」により 2016 年に閣議決定された「第 5 期科
学技術基本計画」において提唱された 16）。実現の
ための基盤技術のひとつとして「IoT システム構築
技術」があげられる中，総務省では IoTサービスの
普及推進のための「IoT サービス創出支援事業」と
して，生活に身近な分野での地域の課題解決に資す
る IoT サービスの実証実験を 2015 年度から行って
いる。科学技術白書によると，2016 年度からは，
この生活に身近な分野にシェアリングエコノミーが
含まれるようになった。 
 また，2017 年に閣議決定された「未来投資戦略
2017―Society5.0 の実現に向けた改革―」でも，
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Society5.0 に向けた横割課題のひとつとして，シェ
アリングエコノミーの推進が掲げられている 17）。
さらに，2019 年に閣議決定された「成長戦略フォ
ローアップ」でも，Society5.0 の実現のためには
データの活用が欠かせず，データ連携・流通による
新たな事業を創出するシェアリングエコノミーの推
進が掲げられている 18）。 
 Society 5.0実現のためにシェアリングエコノミー
が注目されているが，Society5.0とは経済発展と社
会的課題の解決を両立する人間中心の社会であるこ
とから，シェアリングエコノミーにおける経済成長
の側面だけでなく，以前から注目されていた環境配
慮を実現できる可能性や，新しい技術や仕組みによ
り個人でも参加しやすい側面などの特徴も活用され
ることが期待される。 
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